
森
林
を
生
か
し
、
残
す
仕
組
み

森
林
を
未
来
に
残
し
て
い
く
た
め
、
令

和
元
年
度
に「
森
林
環
境
譲
与
税
」
が
つ

く
ら
れ
ま
し
た
。

※�

広
報
都
城
６
月
号
13
ペ
ー
ジ
に
、「
森

林
環
境
譲
与
税
」
の
財
源
と
な
る「
森

林
環
境
税
」
に
つ
い
て
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
、
参
照
く
だ
さ
い

屋
外
焼
却
や
不
法
投
棄
は
法
律
で
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
住
み
や
す
い
環
境
を
維

持
す
る
た
め
に
も
、
家
庭
か
ら
出
る
ご
み

や
草
木
類
は
適
正
に
分
別
し
、
指
定
袋
で

ご
み
集
積
場
に
持
ち
出
し
ま
し
ょ
う
。

※�

大
量
の
ご
み
は
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に

持
ち
込
む
か
、
数
回
に
分
け
て
出
し
て

く
だ
さ
い

　
　
屋
外
焼
却

◉
違
法
な
屋
外
焼
却
は

　
ト
ラ
ブ
ル
の
も
と

屋
外
で
ご
み
や
草
木
類
を
燃
や
す
行
為

は
、「
洗
濯
物
に
臭
い
が
つ
く
」「
煙
で
咳

が
止
ま
ら
な
い
」
な
ど
の
苦
情
に
つ
な
が

り
、
近
隣
住
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
や
健
康
へ

の
影
響
も
懸
念
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
火

災
発
生
の
原
因
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

◉
発
見
し
た
ら
通
報
く
だ
さ
い

屋
外
焼
却
を
発
見
し
た
際
は
、
環
境
政

策
課
や
各
総
合
支
所
地
域
生
活
課
、
ま
た

は
最
寄
り
の
交
番
へ
通
報
く
だ
さ
い
。

ご
存
じ
で
す
か
？

市
の
総
面
積
の
55
㌫
を
占
め
る
森
林
。所
有
者
の
高
齢
化
や
林
業
の
担
い
手
不
足
に
よ
り
、

手
入
れ
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
り
伐
採
後
植
林
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
森
林
が
増
加
傾
向
に

あ
り
ま
す
。森
林
は
、温
室
効
果
ガ
ス
削
減
を
は
じ
め
と
し
た
環
境
保
全
や
防
災
、水
の
浄
化

な
ど
、多
く
の
機
能
を
有
し
て
い
ま
す
。今
回
は
、そ
の
森
林
を
未
来
に
残
す
た
め
の
仕
組
み

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。�

�

◎
問
い
合
わ
せ　

森
林
保
全
課
　
☎
23‒

２
１
５
２

◎
問
い
合
わ
せ　

環
境
政
策
課　

☎
23‒

２
１
３
０

　
　
　
　
　
　

��　

各
総
合
支
所
地
域
生
活
課

市
の
取
り
組
み

国
か
ら
配
分
さ
れ
る
森
林
環
境
譲
与
税

は
、
間
伐
な
ど
の「
森

林
の
整
備
」と
、
担
い

手
確
保
や
木
材
利
用

促
進
な
ど
の「
森
林
の

整
備
促
進
」に
使
う
こ

と
が
法
律
で
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
森
林
環
境
譲
与
税
を
活
用
し
、

次
の
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

・
森
林
経
営
管
理
制
度
の
推
進

・
林
業
担
い
手
の
確
保
に
関
す
る
支
援

・
再
造
林
を
推
進
す
る
た
め
の
支
援

・
労
働
災
害
防
止
に
対
す
る
支
援

・
森
林
境
界
明
確
化
の
取
り
組
み　
な
ど

※�

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ

い

森
林
を
生
か
す
仕
組
み

森
林
を
生
か
す
仕
組
み

国

森林環境税

年間1,000円を個人住民税に
上乗せして徴収

国から市町村と都道府県に譲与

森林環境譲与税

森林整備、人材育成、木材利用、普
及啓発の取り組みに活用

国民

市町村、都道府県

市町村 都道府県

屋
外
焼
却
・
不
法
投
棄

　
　
不
法
投
棄

◉「
ご
み
が
ご
み
を
呼
ぶ
」不
法
投
棄

空
き
缶
や
家
庭
ご
み
な
ど
の
ポ
イ
捨
て

も
不
法
投
棄
で
す
。
不
法
投
棄
は
、
新
た

な
ご
み
を
呼
び
、
大
量
投
棄
に
つ
な
が
る

恐
れ
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
景
観
を
損
な

う
だ
け
で
な
く
、
悪
臭
の
発
生
や
河
川
の

水
を
汚
染
し
、
動
植
物
の
生
態
に
も
影
響

を
与
え
ま
す
。

一
人
一
人
が
ル
ー
ル
を
守
り
、
ご
み
を

適
正
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
不
法
投
棄
を
防
ぐ
環
境
づ
く
り

雑
草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
な
ど
、
管
理

が
不
十
分
な
土
地
だ
と
、
不
法
投
棄
を
さ

れ
る
可
能
性
が
高
ま
り
ま
す
。

外
部
か
ら
ご
み
を
持
ち
込
ま
れ
な
い
よ

う
、
定
期
的
に
除
草
を
行
い
、
必
要
に
応

じ
て
柵
な
ど
を
設

置
し
、
ご
み
を
捨
て

さ
せ
な
い
環
境
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

医  　療　 機  　関  　名 電 話 番 号
あきと内科胃腸科 46‐5500
有川呼吸器内科医院 24-6677
有馬医院 23-2610
安藤胃腸科外科医院 39-2226
池之上整形外科 23-2311
いづみ内科医院 22-7111

※ 彩り在宅クリニック 51-9520
いわよし耳鼻咽喉科ク
リニック 36-5555
宇宿医院 25-9031
鵜木循環器内科医院 26-0008
海老原内科 64-1211
ＭＫクリニック 51-6777
大岐医院 57-2025

※ おおくぼクリニック 26-1500
大橋クリニック 37-0539

※ 柏村内科 22-2616
仮屋医院 36-0521
仮屋外科胃腸科医院 25-7712
川畑医院 46-3225

※ 北原医院 22-4133
教山内科医院 62-1205
共立医院 22-0213
久保原田中医院 22-7700

※ 児玉小児科 25-5570
※ 小牧病院 24-1212

坂元医院 22-0360
佐々木医院 62-1103

※ 三州病院 22-0230
志々目医院 57-2004

※ 庄内医院 37-0522
※ 城南病院 23-2844
※ すみクリニック内科・循

環器内科・小児科 36-7701
※ すみ産婦人科医院 23-1152

隅病院 62-1100
瀬ノ口醫院 25-5155
瀬ノ口内科放射線科医院 25-7780

医  　療　 機  　関  　名 電 話 番 号
※ 園田光正内科医院 38-5115
※ たかお浜田医院 22-8818
※ たき心療内科クリニック 46-9191

田口循環器科・内科クリニック 24-0600
※ 武田産婦人科医院 22-0336
※ 橘病院 23-7236
※ 伊達クリニック 36-7088
※ どいクリニック 22-1825

都北ごとうクリニック 38-6060
冨田医院 23-4586

※ 永田病院 23‐2863
※ ながはま整形外科 46-7188

西浦病院 25-1119
※ 西岳診療所 33-1510

野口脳神経外科 47-1800
野辺医院 22-0153
はしぐち小児科 24-5500

※ 花房泌尿器科医院 25-1177
※ はまだクリニック 45-2266

早水公園クリニック 36-6117
※ 速見泌尿器科医院 24-8344

原田医院 26-3330
ふくしまクリニック 46-5001
福島外科胃腸科整形外
科医院 38-1633
藤元上町病院 23-4000

※ 藤元総合病院 22-1717
※ 藤元病院 25-1315

ベテスダクリニック 22-1700
まつもと心臓血管外科
クリニック 36-8926

※ 松山医院 24-1046
※ 政所医院 58-2171
※ マドコロ外科医院 22-0138
※ 丸田病院 23-7060
※ 三嶋内科 24-7171
※ 都城在宅医療クリニック 58-9808
※ 都城新生病院 22-0280

医  　療　 機  　関  　名 電 話 番 号
都城フォレスト･クリニック
脳神経外科 80-4313

※ 都城明生病院 38-1120
※ 宮永病院 22-2015

宗正病院 22-4380
村上循環器内科クリニック 25-2700

※ メディカルシティ東部病院 22-2240
※ もちお蛯原医院 21-5355
※ もりぞの耳鼻咽喉科 36-6036
※ もりやま脳神経外科 21-6888

森山内科・脳神経外科 21-5000
柳田病院 22-4850
柳田クリニック 22-4862

※ やの耳鼻咽喉科 27-5222
※ 山内小児科医院 22-0048

山路医院 64-3133
ゆうクリニック 46-6100

※
1 横山病院 22-2806
※ よしかわクリニック 23-9384
※ 吉松病院 25-1500

吉見クリニック 58-5633
吉見病院 58-2335

※ ライフクリニック 39-2525
北諸県郡三股町

一心外科医院 52‐7788
※ 岩下耳鼻咽喉科 51‐1187
※ 江夏整形外科クリニック 51‐1122

坂田医院 51‐2003
※ 大悟病院 52‐5800
※ たけしたこども医院 51‐0005

田中隆内科 52‐0301
とまり内科外科胃腸科医院 52‐1135
長倉医院 52‐2109
畠中小児科医院 52‐6000

※
2 ホームクリニックみまた 52‐1348

みしま内科クリニック 51‐8100
※ よしだ眼科クリニック 77-8817

医療機関によって接種時間などが決まっています。必ず事前に問い合わせください。

※要予約　※1要予約（かかりつけ患者のみ）　※2予約不要（かかりつけ患者のみ）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種

に
よ
り
重
症
化
を
予
防
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
手
洗
い
や
う
が
い
、
マ
ス
ク
の
着

用
な
ど
と
合
わ
せ
て
、
予
防
接
種
を
受
け

ま
し
ょ
う
。

　
　
　
◎
問
い
合
わ
せ

　
　
　
　
健
康
課　
☎
23‒

２
７
６
５

◉
予
防
接
種
の
助
成
期
間

10
月
１
日
㈰
～
12
月
31
日
㈰

◉
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
の
人　
　

①
接
種
日
に
満
65
歳
以
上
の
人

②�

心
臓
や
腎
臓
、
呼
吸
器
、
免
疫
機
能
に

障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
が
制
限
さ

れ
る
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人

◉
費
用

１
４
０
０
円（
期
間
内
１
回
の
み
）

※��

生
活
保
護
世
帯
の
人
は
生
活
保
護
受
給

証
明
書
に
よ
り
、
接
種
費
用
が
免
除
さ

れ
ま
す

※�

①
②
以
外
の
人
は
、
接
種
費
用
は
全
額

自
己
負
担 インフルエンザ

予防接種の
助成

インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表　（令和５年８月現在）

65歳以上の人などの
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